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平成２６年３月６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成２５年（ワ）第３０４８５号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論の終結の日 平成２６年２月２０日  

判        決 

大阪府和泉市＜以下略＞  

原 告     アテンションシステム株式会社 

東京都千代田区＜以下略＞ 

被 告     株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

同訴訟代理人弁護士     深 井 俊 至 

主        文 

        本件訴えを却下する。 

        訴訟費用は原告の負担とする。 

事        実 

１ 原告代表者は，「被告は，持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用

し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告

は，情報通信と無線通話の実施に対し，持主いない電話番号売買禁止の売上利益

目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は，原告に対し，９万円及びこれに対する

訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。訴訟費

用は被告の負担とする。」との判決を求め，別紙「請求の原因」のとおり請求の原

因を述べた。 

２ 被告代理人は，本案前として，主文と同旨の判決を求め，別紙「本案前の主張」

のとおりその主張を述べ，本案として，「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費

用は原告の負担とする。」との判決を求め，請求の原因に対し，「請求の原因１の

うち，原告及び被告が株式会社であることは認めるが，その余の事実は否認する。

同２のうち，原告が本件特許権を有していることは認めるが，その余の事実は否

認する。同３及び同４の各事実は否認する。」と述べた。 
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理        由 

１ 被告の主張に鑑み，職権をもって判断する。 

 (1) 当裁判所に顕著な事実に，証拠（乙１ないし６）及び弁論の全趣旨を総合す

れば，次の事実が認められる。 

  ア 原告は，平成２１年，被告による「Ｐ－０８Ａ」，「Ｎ－０８Ａ」，「Ｐ－１

０Ａ」，「ＳＨ－０５Ａ」，「Ｆ－０９Ａ」，「Ｎ－０７Ａ」，「Ｐ－０７Ａ」，「Ｓ

Ｈ－０６Ａ」，「Ｎ－０９Ａ」，「Ｐ－０９Ａ」，「ＨＴ－０３Ａ」，「Ｔ－０１Ａ」，

「ＳＨ－０７Ａ」という型番号の携帯電話機（以下「被告製品１」という。）

の製造，販売，販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して，被告に対し，

その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所

に提起した（同裁判所平成２１年（ワ）第１１４８０号）。 

    大阪地方裁判所は，平成２２年４月２２日，原告が主張する被告製品１の

具体的構成は明らかでなく，本件特許発明と対比するに足りる被告製品１の

構成が全く主張，立証されていないので，本件特許発明と被告製品１とを対

比することすらできず，被告製品１が本件特許発明の技術的範囲に属すると

認めることはできないと判示して，原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡

した。原告は，これに対して控訴し，その際に差止め及び廃棄等の請求を変

更したが，知的財産高等裁判所は，平成２２年９月２９日，控訴を棄却する

とともに，原告が控訴審で変更した請求を棄却する旨の判決を言い渡し，さ

らに，原告は，これに対して上告及び上告受理申立てをしたが，同裁判所は，

平成２２年１２月６日に上告受理申立てを却下する旨の決定をし，最高裁判

所は，平成２３年２月１日に上告を棄却する旨の決定をして，原告の請求を

棄却した第一審判決及び控訴審判決が確定した。 

  イ 原告は，平成２２年，被告による「第１の呼び出し番号と第２の呼び出し

番号」を無断で記憶した携帯電話機（以下「被告製品２」という。）の販売の

申出が本件特許権を侵害すると主張して，被告に対し，その販売と無線通信
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料等口座振替決済の無料化及び損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に提

起した（同裁判所平成２２年（ワ）第１７３０４号）。 

    大阪地方裁判所は，平成２３年３月２９日，原告に釈明を求めたにもかか

わらず，本件特許発明の解釈，本件特許権を侵害する製品の具体的構成，被

告の具体的侵害行為について，具体的に主張立証しないと判示して，原告の

請求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は，これに対して控訴せず，上

記判決は，そのころ確定した。 

  ウ 原告は，平成２５年，被告による持主いない電話番号記憶ＳＨ－０５Ｄ携

帯電話機（以下「被告製品３」という。）の販売，販売の申出が本件特許権を

侵害すると主張して，被告に対し，その使用等の差止め及び廃棄並びに損害

賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起した（同裁判所平成２５年（ワ）

第１１５５０号）。 

    東京地方裁判所は，平成２５年９月２７日，原告に対して被告製品３の構

成と本件特許発明との対比について具体的に主張するよう釈明を求めたにも

かかわらず，被告製品３の構成を具体的に明らかにせず，本件特許発明の構

成要件と被告製品３の構成とを対比することもできないと判示して原告の請

求を棄却する旨の判決を言い渡した。原告は，これに対して控訴せず，上記

判決は，そのころ確定した。 

  エ 原告は，平成２５年１１月１９日，訴状を当裁判所に提出して，本件訴訟

を提起し，その後，同月２６日付及び同年１２月２日付補正書を提出した。

同日付補正書の「第３ 本件特許発明と被告製品との対比」の項には「本件

特許発明の構成要件と被告製品の構成とを対比する。構成要件Ａ 繋ぐ符号

番号販売技術 よって，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属する。」

との記載があることから，裁判長は，同月５日，これについて，「記載が足り

ているのか否かを明らかにし，足りていないのであれば，その記載を加えた

書面を提出すること」との内容の補正を促したところ，原告は，同月１０日
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付，同月１１日付，同月１６日付及び平成２６年２月６日付補正書を提出し，

さらに，同月２０日付準備書面(2)を提出したが，その記載は，「本件特許発

明の構成要件と被告製品の構成とを対比する。本件特許発明の構成要件Ａは，

コンピュータ呼出繋ぐ符号番号販売技術有している。被告製品の構成ａは，

コンピュータ呼出しできないＮ－０８Ｄ機。上記のとおり，被告製品は，本

件特許発明の構成要件Ａを充足するから，被告製品の構成ａは，本件特許発

明の構成要件Ａを充足する。よって，被告製品は，本件特許発明の技術的範

囲に属する。」（平成２５年１２月１０日付補正書），「本件特許発明の構成要

件と被告製品の構成とを対比する。本件特許発明の構成要件Ａは，コンピュ

ータ呼出繋ぐ符号番号販売技術有している。被告製品の構成ａは，コンピュ

ータ呼出しできないＮ－０８Ｄ機。上記のとおり，被告製品は，本件特許発

明の構成要件Ａを充足するから，被告製品の構成ａは，本件特許発明の構成

要件Ａを充足する。よって，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属す

る。」（平成２５年１２月１１日付補正書），「本件特許発明の構成要件と被告

製品の構成とを対比する。本件特許発明の構成要件Ａは，繋ぐ符号番号販売

技術を有する。被告製品の構成ａは，持主いない電話番号売買禁止Ｎ－０８

Ｄ機である。上記のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ａを充足

するから，被告製品の構成ａは，本件特許発明の構成要件Ａを充足する。よ

って，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に属する。」（平成２５年１２

月１６日付補正書），「本件特許発明の構成要件と被告製品の構成とを対比す

る。本件特許発明の構成要件Ａは，繋ぐ符号番号販売技術を有する。被告製

品の構成ａは，持主いない電話番号売買禁止Ｎ－０８Ｄ機である。上記のと

おり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ａを充足するから，被告製品の

構成ａは，本件特許発明の構成要件Ａを充足する。よって，被告製品は，本

件特許発明の技術的範囲に属する。」（平成２６年２月６日付補正書），「本件

特許発明の構成要件と被告製品の構成とを対比する。本件特許発明の構成要
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件Ａは，繋ぐ番号販売技術を有する。被告製品の構成ａは，持主いない電話

番号売買禁止の売上利益目的機である。上記のとおり，被告製品は，本件特

許発明の構成要件Ａを充足するから，被告製品の構成ａは，本件特許発明の

構成要件Ａを充足する。よって，被告製品は，本件特許発明の技術的範囲に

属する。」（平成２６年２月２０日付準備書面(2)）というものであって，被告

製品の具体的構成を特定しない。 

    そして，原告は，同日付準備書面(2)において，被告製品を「Ｎ－０８Ｄ機」

から「売上利益目的機」に変更し，同月２０日の本件口頭弁論期日において，

「売上利益目的機」が通信機全般を指すものであると釈明したが，その具体

的構成を特定しない。 

 (2) 上記(1)認定の事実によれば，原告は，本件訴訟までに，被告に対し，３回

にわたり，被告による携帯電話の製造等が本件特許権を侵害すると主張して，

その差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴訟を提起してきたが，本件訴訟

も，同様に，被告による「売上利益目的機」の製造等が本件特許権を侵害する

と主張して，その差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めるものである。ところ

で，原告は，被告製品１ないし３の具体的構成を特定しないし，また，本件に

おいても，目的物である「売上利益目的機」の具体的構成を特定しないのであ

って，結局のところ，原告は，被告の製品について，その具体的構成によるこ

となく，本件特許発明の技術的範囲に属するとし，被告がこれを製造等してい

るだけで，本件特許権を侵害するとの主張を繰り返しているにすぎない。そし

て，以上のような経緯に鑑みれば，原告が自ら又は裁判所の問いに答えて，「売

上利益目的機」なる目的物の具体的構成を特定することは不可能又は著しく困

難であって，およそ，これを期待することはできない。しかも，被告は，本件

訴訟により応訴を強いられているのであり，殊に原告が目的物である「売上利

益目的機」の具体的構成を特定せず，かつ，特定することを期待することがで

きない中での応訴の負担は，決して小さくない。 
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   これらの事情に照らすと，本件訴えは，訴権の濫用であって，訴訟上の信義

則に反するといわざるを得ないから，不適法であると認められる。 

２ よって，本件訴えは，不適法であるからこれを却下することとして，主文のと

おり判決する。 

   東京地方裁判所民事第４７部 

 

 

裁判長裁判官     高 野 輝 久 

 

 

 

裁判官     三 井 大 有 

 

 

 

裁判官     藤 田  壮 



 7

（別紙） 

請求の原因 

１ 当事者 

  (1) 原告は，情報通信と無線通話とを可能にするコンピュータ呼出繋ぐ番号販

売技術特許権を保有している株式会社である。 

  (2) 被告は，売上利益目的機の情報通信料口座引落契約行為が電子メール等又

は無線通話を「繋ぐ番号販売技術」特許権を侵害した株式会社である。 

２ 原告の特許権 

  (1) 本件特許権 

    原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。 

   ア 登 録 番 号  特許第３０１０１５２号 

イ 発明の名称  通信不正傍受阻止システム 

ウ 出 願 日  平成９年１２月１９日 

エ 出 願 番 号  特願平９－３６５３９２ 

オ 登 録 日  平成１１年１２月３日 

  (2) 本件特許発明 

    本件特許権の特許請求の範囲請求項１の発明（以下「本件特許発明」とい

う。）は，次のとおりである。 

    「繋ぐ番号販売技術」 

３ 被告の行為 

 (1) 行為 

   被告は，平成１２年２月から現在まで，情報通信と無線通話の実施に対し，

持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機（以下「被告製品」という。）

を業として，製造し，販売の申出をしている。 

  (2) 被告製品 

    持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機である。 
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４ 本件特許発明と被告製品との対比 

   以上を前提に，本件特許発明の構成要件と被告製品の構成とを対比する。本

件特許発明の構成要件Ａは，繋ぐ番号販売技術を有する。被告製品の構成ａは，

持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機である。 

上記のとおり，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ａを充足するから，被

告製品の構成ａは，本件特許発明の構成要件Ａを充足する。よって，被告製品

は，本件特許発明の技術的範囲に属する。 

よって，原告は，被告に対し，特許法１００条１項，２項に基づいて，被告製

品の販売等の差止め及び口座引落廃棄を，民法７０９条，特許法１０２条３項に

基づいて，損害賠償金９万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達

の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を

求める。 
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（別紙） 

本案前の主張 

 １ 蒸し返し訴訟ないし訴権の濫用 

  (1) 第一次訴訟 

    原告は，本件特許権に基づき，被告に対し，大阪地方裁判所に，特許権侵

害差止等請求事件を提起した（平成２１年（ワ）第１１４８０号）。これにつ

いて，第一審判決が，平成２２年４月２２日に下され，原告の請求はいずれ

も棄却された。判決書９頁３項で指摘されているとおり，原告は，裁判所の

求めにもかかわらず，具体的な特許権侵害の主張立証をしなかった。 

    原告は，知的財産高等裁判所に控訴を提起し（平成２２年（ネ）第１００

４８号），控訴審で請求を変更したが，同裁判所は，平成２２年９月２９日，

本件控訴を棄却する，控訴人が当審で変更した請求を棄却する，との判決を

下した。判決書３頁で指摘されているとおり，控訴人（原告）の主張は，そ

れを最大限善解するとしてもまた，本件特許発明の特許請求の範囲及び明細

書の記載に基づかない主張であるか，証拠によって認めることのできない主

張であることは明らかであって，採用することができないものであった。 

    原告は，上告及び上告受理申立てをしたが，上告受理申立て（平成２２年

（ネ受）第１００２８号）は知的財産高等裁判所が平成２２年１２月６日に

却下し，上告事件（平成２２年（オ）第２０１６号）は最高裁判所が平成２

３年２月１日に上告を棄却した。これにより，原告の請求をいずれも棄却し

た判決は確定した。 

  (2) 第二次訴訟 

    原告は，本件特許権に基づき，被告に対し，大阪地方裁判所に，損害賠償

等請求事件を提起した（平成２２年（ワ）第１７３０４号）。これについて，

第一審判決が，平成２３年３月２９日に下され，原告の請求はいずれも棄却

された。判決書５頁３項(2)で指摘されているとおり，原告は，裁判所が釈明
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を求めたにもかかわらず，本件特許発明の解釈，本件特許権を侵害する製品

の具体的構成，被告の具体的侵害行為について，ほとんど具体的な主張立証

をしなかった。 

    上記判決に対して，原告は控訴せず，原告の請求をいずれも棄却した判決

は確定した。 

  (3) 第三次訴訟 

    原告は，本件特許権に基づき，被告に対し，東京地方裁判所に，特許権侵

害差止等請求事件を提起した（平成２５年（ワ）第１１５５０号）。これにつ

いて，第一審判決が，平成２５年９月２７日に下され，原告の請求はいずれ

も棄却された。判決書５頁下から３行目から末行で指摘されているとおり，

原告は，裁判所が釈明を求めたにもかかわらず，被告製品の具体的構成と本

件特許発明との対比について具体的な主張をしなかった。 

    上記判決に対して，原告は控訴せず，原告の請求をいずれも棄却した判決

は確定した。 

  (4) 本件訴訟 

    原告は，今回，本件特許権に基づき，被告に対し，東京地方裁判所に，特

許権侵害差止等請求事件を提起したが，これは同じ特許権に基づく４回目の

訴訟である。原告の主張を見れば明らかなとおり，特許権侵害の具体的主張

を全くしていない。 

  (5) 蒸し返し訴訟ないし訴権の濫用 

    原告は，原告が本件特許権を保有していることと，被告が携帯端末機を販

売及び販売の申出をしているということのみをもって，本件訴訟を提起した

と言わざるを得ない。原告は，被告が携帯端末機を販売及び販売の申出をし

ていることのみに基づいて，被告を相手に４度，特許権侵害訴訟を提起した

ものである。 

    今回の本件訴訟に至っては，原告はその請求が認められるはずのないこと
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を十分承知し，被告に応訴の負担を課すことのみを目的にして訴訟提起した

と認められ，原告の本訴提起は不法行為をも構成する。 

    原告による本件訴訟提起は，蒸し返し訴訟ないし訴権の濫用であり，また，

不法行為をも構成するものであり，却下すべきである。 

 ２ 請求内容の不確定 

   請求の趣旨第１項及び第２項の請求内容は意味不明ないし請求内容が確定

できないから，却下すべきである。 

 


